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----------流域治水の取組み例----------

第３次 新五流域総合治水対策プラン （略称 ： 第３次 新五流総） 概要版

新五流域総合治水対策プラン とは

〇 県内の主要な５つの流域ごとに治水対策の方向性を定めたもの

〇 五流域分を総称して「新五流域総合治水対策プラン」

〇 県管理河川における最上位計画であり、治水対策の指針

〇 県が独自に策定するもので、10年を目安に見直し(法定計画ではない)

〇 短期(10年)、中期(20～30年)、長期(将来)の３段階で目標設定

〇 初版(H19)、改定版(H26)に続き、第３版(R7)として改定

① 長良川流域

② 揖斐川流域

③ 木曽･飛騨川流域

④ 土岐川流域

⑤ 宮川流域

新五流域総合治水対策プラン (岐阜県の治水対策の指針)

河川整備計画 (具体的な河川整備の方法を示した法定計画)

事業実施計画 など （新五流総に基づき具体的な計画を立案）

中期
(20～30年)

短期
(10年)

策定時点
長期

(将来)

改定の背景

■流域治水
気候変動により、水災害が激甚化･頻発化の一途をたどる
中で、集水域から氾濫域まで、流域に関わるあらゆる関係
者が協働して流域全体で水災害対策を行うという考え方
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〇 前回改定から10年余りが経過し、短期(10年)計画を中心に整備が進捗

〇 気候変動により水災害が激甚化･頻発化し、全国各地で壊滅的な被害が発生

〇 平成27年の関東･東北豪雨を受け、『施設では防ぎきれない大洪水は必ず
発生する』 という考え方 に転換

〇 河川管理者だけでなく流域全体で水災害対策に取り組む「流域治水」が重要

〇 ドローンなどの新技術も発達

河川を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、約10年ぶりに改定

■ネイチャーポジティブ
生物が絶滅していく「ネガティブ」状態から
回復していく「ポジティブ」状態にする

■グリーンインフラ
従来から河川が持っている、生物の生息･
生育･繁殖環境を残す、活用する

■カーボンニュートラル
Ｃｏ2の排出量実質ゼロに向け水力発電等を推進する

■DX
デジタル技術により施設管理を高度化･効率化する

施策体系の見直し（流域治水施策に準じた体系へ）

〇 「改定 新五流総」(H26)では、河川管理者が行う「ハード対策」と、河川情報の提供などの「ソフト対策」、「長寿命化･耐震化」に区分

〇 「第３次 新五流総」(R7)では、流域治水の考え方に基づき、「①氾濫を防ぐ･減らす対策(河川区域)」 「②氾濫を防ぐ･減らす対策(集水域)」

「③被害対象を減らす対策(氾濫域)」 「④被害軽減･早期復旧のための対策(氾濫域)」 の４区分に見直し

ハード対策
（河道･ダム・排水機場など）

ソフト対策

長寿命化・耐震化

① 氾濫を防ぐ･減らす対策 （河川区域）

③ 被害対象を減らす対策 （氾濫域）

④ 被害軽減･早期復旧のための対策 （氾濫域）

② 氾濫を防ぐ･減らす対策 （集水域）

改定の視点（新たな考え方）

策定時期 名称（総称） 策定･改定理由など

H19.5 新五流域総合治水対策プラン

・H16台風第23号などを受けて、中長期的な
治水対策の展望が求められた

・政策総点検で治水対策の必要性について
県民から多くの意見があった

H26.3
改定（第２次）
新五流域総合治水対策プラン

・H22、H23に甚大な被害が発生

・東日本大震災や九州北部豪雨、笹子トンネ
ル天井板落下事故など、想定していなかっ
た事象が多く発生 (長寿命化・耐震化の観点を追加)

R7.3
(予定)

第３次
新五流域総合治水対策プラン

・河川改修などのハード対策だけでは治水安
全度の向上が困難な状況

・『流域治水』の考え方に移行
（関係者が連携する『大規模氾濫減災協議会』を設置）

第３次 新五流総
令和7年3月 改定

改定 新五流総
平成26年3月 改定

流域治水の
考え方

五流域とは…

<改定の経緯>

治水

環境

環境

全般

全般

自然共生川づくり
へ反映

※ 水防災意識社会再構築ビジョン

※
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新五流総の構成

流域編

１．流域の現状

(1) 水害の歴史

２．具体的な対策

(1) 氾濫を防ぐ･減らす（河川区域）

(3) 河川環境

(2) 治水対策

(4) 河川構造物

(2) 氾濫を防ぐ･減らす（集水域）

(3) 被害対象を減少させる

(4) 被害の軽減、早期復旧･復興

(5) 段階的な進め方

共通編

１．基本的な考え方

・気候変動と流域治水を新たな視点に追加
・改定新五流総で短期10年に位置付けた事業のうち未実施箇所を早期完了
・ネイチャーポジティブを実現するための自然共生川づくりを推進
・ICTを活用したDXに向けた取組み

２．新たな課題･考え方とその対応方針

(1) あらゆる関係者が取り組む対策

(2) 河川管理者が行う対策

(3) 長寿命化･耐震化

(4) 適切な維持管理

・河川管理者だけでなく、市町村や住民等の関係者で対策を推進
・想定される流域治水の取組みは３０～４０ （そのうち主な施策を右枠内に記載）

・地域特性に応じ、効果の高い施策を市町村に提示
→市町村の事情を踏まえ、効果的な施策を市町村自らが選択

・河川改修の実施箇所は、過去の浸水実績/流域面積/人口/資産/
改修状況などを踏まえて選定

３．計画の運用

(1)具体的な事業計画の立案

(2)事業推進体制の整備

(3)河川環境のモニタリングと河川管理への活用

(4)担い手育成･確保とDX

(5)防災意識の向上

・関係者との連携を強化し、毎年開催する各流域地域委員会で進捗状況を確認

(6) 自然と共生した川づくり

(6) 自然共生川づくり・かわまちづくりの推進

(5) 災害への備え

(7) DXの推進

・能登半島での複合災害などを教訓に、早期の災害復旧に向けた施策を実施
1. 堤防沈下時の適切な情報発信に向け、資機材備蓄拠点に「危機管理型水位計」を備蓄
2. 停電時にも水位観測が可能となるよう、水位計に「外部給電装置」を設置
3. 沈下した堤防の早期復旧に必要な土砂を備蓄する「盛土拠点」を整備

・生物の「生息･生育環境の保全」だけでなく、「繁殖環境の保全･創出」を追加
・コクチバスなど、外来種の拡散防止

(6)川づくり目標の見直し

(7)プランの見直し

・降雨条件の見直しや河川環境整備への数値目標の設定など、
国交省の方針に合わせ、適宜見直し

・雨水貯留浸透施設
・田んぼダム
・ため池の防災機能の増強
・森林整備･治山対策

・浸水想定区域図の早期公表･迅速円滑な避難
・浸水対策（耐水化･止水壁･止水板･土嚢等の備え）
・防災リーダーの育成
・新五流総地域委員会での情報共有
・輪中堤など伝統的防災施設の保全･普及啓発

２．氾濫を防ぐ・減らす（集水域）１．氾濫を防ぐ・減らす(河川区域）

３．被害対象を減らす（氾濫域） ４．被害の軽減・早期復旧等（氾濫域）

・河川改修・ダム・遊水地の整備
・ダムの事前放流
・自然共生川づくり(河道内貯留)
・水防団活動
・輪中堤など伝統的防災施設の保全･普及啓発

・浸水に強い住宅（嵩上げ・ピロティ）
・居住誘導区域の設定・立地適正化計画の見直し
・水位計･河川カメラなどによる情報提供
・輪中堤など伝統的防災施設の保全･普及啓発

流域治水の主な施策

① 長良川流域 ② 揖斐川流域 ③ 木曽･飛騨川流域 ④ 土岐川流域 ⑤ 宮川流域

〇 令和６年台風第10号を踏まえ、河
川整備を推進

→ 杭瀬川の整備時期を前倒し
→ 水門川の整備を推進

〇 令和２年７月豪雨、令和３年８月の
大雨を踏まえ、整備時期を前倒し

→ 飛騨川の家屋浸水被害解消に向
けた河川改修に着手

〇 令和６年台風第10号を踏まえ、伝
統的防災施設の重要性を再認識

→ 輪中堤の保全

〇 令和３年８月の大雨時には排水
ポンプ車が初出動

→ 県下全域での定期的なポンプ車
訓練を実施

〇 近年多発する豪雨を踏まえ、改
修が進んでいなかった大規模構
造物の改築に着手

→ 土岐橋の改築に着手

〇令和元年東日本台風などたび重
なる水害を踏まえ、整備を促進

→ 宮川の狭窄部解消（大規模物件
補償）に着手

〇 リニア岐阜県駅の整備が進捗

→ 千旦林川の改修と親水公園の整
備に着手

〇 令和２年７月豪雨、令和３年８月の
大雨を踏まえ、新たに整備着手

→ 白川で土地利用に合わせた河川
改修を実施

〇 令和２年７月豪雨を踏まえ、流域
内の関係者と連携を強化

→ 林政部局と連携し山腹崩壊に対応

〇 平成２９年台風第21号では、大谷
川洗堰から越水が発生

〇 令和６年台風第10号では大谷川
洗堰天端下(越水)30cmまで到達

→ 大谷川洗堰の解消に向け、必要
となるJR橋梁の改築に着手

〇 頻発する水害を踏まえ、整備の
集中的な実施

→ 境川のJR橋梁改築に着手

〇 平成30年7月豪雨を踏まえ、整備
時期を前倒し

→ 津保川の整備時期を前倒し

〇 カーボンニュートラルを推進

→ 阿多岐ダム、内ケ谷ダムで、放流
水を活用した水力発電を推進

〇 令和元年東日本台風を踏まえ、
既存ダムの洪水調節機能を強化

→ 阿多岐ダム等で治水協定を締結
し、ダム事前放流を実施

〇 令和元年東日本台風を踏まえ、
既存ダムの洪水調節機能を強化

→ 中野方ダム、大ヶ洞ダム等で治水協
定を締結しダムの事前放流を実施

〇 カーボンニュートラルを推進

→ 丹生川ダムで、放流水を活用した
水力発電を推進

〇 令和元年東日本台風を踏まえ、
既存ダムの洪水調節機能を強化

→ 丹生川ダム等で治水協定を締結
し、ダムの事前放流を実施

※全流域に共通する施策は記載していない

〇 近年多発する豪雨を踏まえ、内
水氾濫に対する意識が向上

→ ポンプによる内水排除を推進

〇 近年多発する豪雨を踏まえ、まち
づくりの在り方に対する意識が向上

→ 安全な区域に居住誘導を図る立
地適正化計画や防災指針などを
検討

〇 流域の大部分を森林が占める地
域の特性を再認識

→ 森林の持つ浸透･保水機能を発
揮させるため、森林整備や治山
対策を推進

〇 たび重なる水害を踏まえ、内水氾
濫に対する意識が向上

→ ポンプによる内水排除を推進

〇 「清流長良川の鮎」が世界農業遺
産に指定(H27.12)されるなど環境
意識が向上

→ 河川改修時の河床復元方法など、
環境保全･創出対策を強化

各流域の
特徴的な施策

（主なポイント）

・岐阜県河川インフラ長寿命化計画に基づき着実に実施

・ドローンやグリーンレーザーなど新技術により効率化

・新五流総に基づいた河川整備計画･事業計画を立案

・工事実施前後に環境調査等を実施

・河床掘削や樹木伐採など、河川維持管理計画に基づき適切に管理
・治水、防災、環境に関する人材の育成強化
・ICTの採用による労働環境の改善

・田んぼダムなど流域治水施策を通じて住民の防災意識を向上

・「岐阜県自然共生川づくりの手引き」に基づき目標を適宜見直し
















